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練馬区都市計画マスタープラン変更案の構成 

 
第１部 全体構想Ⅰ 

第１章 都市計画マスタープランの目的と位置づけ 

目標とするまちの将来像およびその実現のための考え方等を明確にします。 

第２章 まちの現状と課題等 

 
モデルなき成熟社会を迎えて 

(1)人口構造の変化 

(2)土地利用の変化 

(3)都市基盤等の整備状況 

まちづくりの課題 
(1)密集住宅市街地の改善、都市型水害対策 
(2)都市計画道路の整備促進、鉄道の整備推進 

(3)鉄道駅周辺の整備 
(4)みどりの保全と創出、都市農地の保全 
(5)自立分散型エネルギー社会の実現 

第３章 まちの将来像 

将来の都市構造と土地利用の方針 

○都市の核と拠点 
主に鉄道駅周辺が商業活動や区民の生活の中心となっています。 

○都市のネットワーク 
鉄道・道路の交通ネットワーク形成を図り、都市機能を強化します。 

○みどりのネットワーク 
都市空間に必要なみどりのネットワークの形成を進めます。 

○土地利用の方針 
将来都市構造に基づき、土地利用の将来の方向性を示します。 

まちの将来像 

暮らし続けたい みどりあふれる 快適な住宅都市  

～新しい成熟都市・練馬をめざして～ 

第４章 重点的に進めるまちづくり 

(1)災害に強い安全なまちづくり 
○特定緊急輸送道路沿道にある対象建築物等 

の耐震化 
○都市計画道路沿道建築物の不燃化による延 

焼遮断帯の形成 
○無電柱化による避難路確保 
○木造住宅密集地域における道路・公園の整 

備と不燃化 
○雨水貯留浸透施設の増設等水害対策の強化 
○地下室・半地下室の浸水対策 

(2)鉄道、道路などインフラの整備 

○都営地下鉄大江戸線の延伸 

○都市計画道路の整備 

○西武新宿線の立体化の早期実現 

○自転車レーン等の整備促進による散策しや

すいまちづくり 

(3)地域生活を支える駅周辺のまちづくり 

○石神井公園駅周辺地区 

○上石神井駅周辺地区 

○その他の駅周辺地区 

(4)みどりあふれるまちづくり 

○みどりのネットワークの形成 

○みどりの拠点の整備 ○みどりの軸の整備 

○みどりの美しい街並みづくり 

○子どもたちが楽しめる体験型事業の実施 

○都市農地の保全に向けた取組 

○練馬城址公園の整備に向けた要請 

(5)環境に配慮したまちづくり 

○災害時のエネルギーセキュリティの確保  ○自立分散型エネルギー社会への取組の推進 

○省エネルギーへの取組 
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第５章 分野別まちづくりの方針 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

４．環境と共生するまち 

(1)景観まちづくりの方針～周辺と調和のとれたまち～ 
(2)環境に配慮したまちづくりの方針～自立分散型エネルギー社会のまち～ 

 
第２部 地域別指針 

 地域別指針の位置づけと役割 

 全体構想に基づき、地域の課題に対応

した地域のまちづくりの方向性を示し

ます。 

地域の現状と特性 

(1)地域の現状 

 □人口・土地利用等 
 

地域のまちづくりの方向性 

(1)まちの将来像 

(2)土地利用の方針 

 □都市の核と拠点  □土地利用の方針 
(3)まちづくりの指針 

 □安全・安心のまち 
 □活動的でにぎわいのあるまち 
 □みどりと水のまち 

□環境と共生するまち 
□ともに住むまち 

(4)地区まちづくりの推進 

(2)地域の特性 

 □まちの資源等 
 □まちの課題等 

 
第３部 全体構想Ⅱ 

第６章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

まちづくりの基本的な進め方 

(1)まちづくりの進め方 

(2)まちづくりの普及および啓発 

都市計画マスタープランの実現に向けて 

(1)まちづくりの推進体制 

(2)都市計画マスタープランの評価と見直し 

２．活動的でにぎわいのあるまち 

(1)交通の方針～活動的に行き来のできるまち～ 
(2)産業・魅力あるまちづくりの方針～生き生きとしたにぎわいのあるまち～ 

第１部 全体構想Ⅰ 

３．みどりと水のまち 

(1)みどりのまちづくりの方針～みどりや水との出会いがあるまち～ 
(2)農のあるまちづくりの方針～農とともにあるまち～ 

５．ともに住むまち 

(1)住まいづくりの方針～ともに住むやさしいまち～  
(2)地域で連携するまちづくりの方針～交流を育むまち～ 

地域別指針全体図 

１．安全・安心のまち 

(1)防災・復興まちづくりの方針～お互いに助け合い、災害を防ぐまち～ 
(2)防犯まちづくりの方針～安心して生活できるまち～ 
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 １ 都市計画マスタープランの目的と位置づけ 
  

（１）都市計画マスタープランの目的 

練馬区の目標とするまちづくりの将来像をわかりやすく示します。併せて、その将来像を

実現するための考え方等を明確にすることを目的とします。 

 
 

（２）都市計画マスタープランの位置づけ 

 区では、今後の区政運営の方向性を明らかにし、現状を踏まえつつ将来を見据えた戦略を

提示するため、平成27年３月に「みどりの風吹くまちビジョン～新しい成熟都市・練馬をめ

ざして」（以下「ビジョン」という。）を策定しました。 

都市計画マスタープランは、そのビジョンを受け、まちづくり分野の計画として、まちづ

くりの将来像や目標を示すとともに、個別の都市計画の方針を示します。また、都市計画マ

スタープランは、区をはじめとする行政が進める都市計画についての基本的方針でもありま

す。同時に、住民等（住民、民間事業者等、ＮＰＯ＊、各種の団体など）が主体となって行

うまちづくりの指針という性格を併せもっています。 

さらに、長期的な視点にたって、まちの将来像や土地利用、都市施設＊などの整備の方針

を明らかにする、まちづくりのガイドラインとしての役割も担います。練馬区都市計画マス

タープランで示す「まちづくりの方針」は、個別の都市計画や地域のまちづくりなどにより

実現化を図ります。 

 

 練馬区都市計画マスタープランは、全体構想と地域別指針からなります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

全 体 構 想 
 

練馬区全体のまちづくりの方針 

 

まちづくりの基本理念や将来像、都市構造、

土地利用の方針、分野別まちづくりの方針等

の考え方を提示する。 

 
地 域 別 指 針 

 

７地域のまち 

づくりの指針 

 

※鉄道駅を中心 

としたサービス 

圏域を基本に区分 
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都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 18 条の２ 
（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第 18 条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針＊に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下

この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。 
２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。 
３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知

しなければならない。 
４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 

東京都市計画 

「都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針＊」 
 

（東京都都市計画 

区域マスタープラン） 

練馬区都市計画 

マスタープラン 

図-都市計画マスタープランの位置づけ 

練馬区 

まちづくり条例＊ 

みどりの風吹くまちビジョン 

～新しい成熟都市・練馬をめざして～ 

ま ち づ く り 

個別の都市計画 

・市街地開発事業＊ 

・地区計画＊   など 

地域のまちづくり 

全体構想および地域別

指針に基づき、それぞ

れの地域で進めるまち

づくり 

区全体の都市計画 

・地域地区 

・都市施設＊   など 
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 ２ 改定の考え方 
 

（１）都市計画マスタープラン見直し（改定）の背景 

 都市計画マスタープランの策定後10年以上経過し、区のまちづくりは大きく進展しまし

た。その間、社会構造の変化、区民の価値観の多様化により、まちづくりの課題も大きく変

化しました。また、まちづくりにおける地球環境問題への配慮の必要性、災害に対する安全

性確保の重要性等が改めて認識されています。こうした課題を解決するためには、基礎的自

治体として、区は自らの責任をこれまで以上に果たしていかなければなりません。 

区では平成27年３月に区政の基本方針となるビジョンを策定し、これまでとは異なるモデ

ルなき未知の時代に向けて、練馬区がさらに成熟した住宅都市として発展する方向性を示し

ました。 

練馬区都市計画マスタープランは、区の都市計画の基本方針であるとともに、ビジョンの

まちづくり分野の計画として、今後のまちの将来像を明確にし、区のまちづくりの方向性を

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な改定の背景 

社会経済 

情勢の変化 

・人口の減少、超高齢社会の進展 
・東日本大震災を契機とする安全・安心へのニーズの高まり 
・環境へ配慮したまちづくりの重要性 

 
関連する 

法律等の 

制定・改正 

・景観法＊の制定や都市緑地法の改正 
・住生活基本法の制定 
・都市計画法の改正 
・地方分権→自治体への権限委譲 

 

モデルなき 

成熟社会を 

迎えた 

まちづくり 

 

 

・人口構造の変化 
 →少子、高齢社会に対応したまちづくりの必要性 
・土地利用の状況 
→住宅用地は増加、今後も「住宅都市」として発展 

・モデルなき未知の時代に向けてのまちづくり 
 →都心に近い利便性とみどり豊かな環境、多彩な資源を活か

した、新しい成熟都市をめざしたまちづくりの必要性 
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（２）改定の方針 

 改定にあたっては、基本的な考え方を踏まえ、まちづくりの進捗状況や課題の変化に合わ

せた修正を行いました。全体構想と地域別指針（二分冊）の内容を精査、全体の構成を整理

し、よりわかりやすく編集しました。さらに、練馬区まちづくり条例＊（平成17年12月練馬

区条例第95号。以下「まちづくり条例＊」という。）の規定に基づく区民意見の聴取の他、

区民意見交換会等の実施、練馬まちづくりセンターとの連携による多様な方法で、区民意見

の把握とその反映に努めました。 

 さらに、平成27年３月に策定したビジョンで示した新しい成熟社会に向けたまちづくりの

方向性を踏まえて、まちづくりに関連する各領域との整合性を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）目標年次 

平成30年代中頃（2020年代）を展望し、計画期間は概ね20年とします。（今回は中間の見

直しのため、目標年次は踏襲します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当初計画は、全体構想を平成13年（2001年）に、地域別指針を平成15年（2003年）に策定した。 

 

 

基本的な内容を踏まえ、わかりやすくする 

社会経済情勢の変化等に対応する 

多様な方法で区民の意見を反映する 

当初計画策定 

▼ 

計画改定 

▼ 

目標年次 

▼ 

平成 30 年代中頃 

（2020 年代） 

平成 27 年 

（2015 年） 

平成 13 年 

（2001 年） 
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（４）主要改定内容 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇全体構想      第１章～第３章は、構成を整理しました。 

           第４章は、ビジョンの戦略計画を受けて、重点事業をまとめました。 

第５章は、新たに分野別まちづくりの方針としました。 

第６章に、前都市計画マスタープランの第６章～第８章をまとめました。 

◇地域別指針     前都市計画マスタープラン第５章の内容を統合し、新たにまとめました。 

 

※まちづくりカルテ  前都市計画マスタープランでは、７つの地域毎の住民の懇談会が、まちの課題等

を「まちづくりカルテ」としてまとめました。今回の改定では、区民意見交換会

等で寄せられた意見や提案等を整理して「まちづくりカルテ」としました。 

 

改定 

 

  

前 都市計画 

マスタープラン 

改定 都市計画 

マスタープラン 

 

 
第１章 
都市計画マスタープラン

の目的と性格 
 
第２章 
まちの現状と課題等 
 
第３章 
まちの将来像と都市構造 
 
第４章 
めざすまちとまちづくり

の方針 
 
第５章 地域別指針 
 
第６章 地区別まちづくり 
 
第７章 
都市計画マスタープラン

の実現のために 
 
第８章  
都市計画マスタープラン

の評価と見直し 

 
第１章 
都市計画マスタープランの

目的と位置づけ 
 
第２章 
まちの現状と課題等 
 
第３章 
まちの将来像 
 
第４章 
重点的に進めるまちづくり 
 
第５章 
分野別まちづくりの方針 

 
第１地域 
第２地域 
第３地域 
第４地域 
第５地域 
第６地域 
第７地域 

地域別指針 

 
第１地域 
第２地域 
第３地域 
第４地域 
第５地域 
第６地域 
第７地域 

地域別指針 

全体構想 全体構想Ⅰ 

 
第６章 
都市計画マスタープラン

の実現に向けて 
   １ まちづくりの基本的な進め方 

 ２ 都市計画マスタープランの 
実現に向けて 

全体構想Ⅱ 

  
まちづくりカルテ 

まちづくり 

カルテ 
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１ モデルなき成熟社会を迎えて 
練馬区は、農地、屋敷林等のみどりが広がり、石神井川、白子川などの河川があり、水と

みどりが豊かな美しい武蔵野の風景が随所にみられる地域でした。その後、昭和30年代以降

の高度成長期の急速な市街化を経て、様々な都市化の経過をたどりました。その間、急激な

都市化に対応するため、都市基盤＊の充実、土地利用の適正な規制や誘導を実施しました。

また、基幹的な都市基盤＊の整備に加え、景観（都市デザイン）への配慮、地域の特性を活

かしたまちづくり等を実施してきました。 

  

 しかし、現在、私たちは、モデルなき新しい未知の時代に直面しています。平成27年策定

のビジョンでは、これからの社会をこれまでとは異なる「新しい成熟社会」と位置づけてい

ます。 

 

将来の社会環境は、従来とは異なる局面を迎えることが想定されます。まちづくりの面で

も、鉄道や道路などの整備を始め、多様化する行政需要が見込まれます。練馬区は、区民に

最も身近な基礎的自治体として、安全で快適な都市基盤＊整備などの責任を果たす必要があ

ります。 

これからの社会では、持続可能な都市環境の形成が一層求められます。一方、練馬区は、

みどりに恵まれた環境と都心に近い利便性が両立し、さらに多彩な地域資源に恵まれていま

す。そうした環境を活かし、みどり豊かで快適な魅力ある都市空間の形成を進める必要があ

ります。 

 

また、従来まちづくりの担い手は、主に行政や専門家でした。しかし、これからの時代は

誰も経験したことのない新たな時代です。そのため、まちづくりの実現にあたっては、これ

まで以上に、まちの構成員である区民や企業、地域団体、ＮＰＯ＊および行政など多様な主

体が関わる必要があります。 
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□ 人口減少や高齢化の進展 

前都市計画マスタープラン策定時は、平成22年以降に人口減少が始まり、平成27年の人

口は約671,000人と予測しましたが、実際には平成27年１月１日現在の練馬区の人口は、

714,656人となっています。 

  人口のピークは、最新のビジョンの将来人口推計に基づくと、都市計画マスタープラン

の計画期間内である平成33年（2021年）であり、以降人口が減少していくと予測されてい

ます。また、現在21.3％の高齢者比率は、増加予想となっています。 

 

□ これからのまちづくり 

  これまで、都市計画道路を始め都市基盤＊の整備を進めてきましたが、区内には他の地

域に比べると交通の不便な地域が現在も存在しています。また、これまで蓄積されてきた

都市基盤＊は、日常生活を支えるとともに産業活動の基盤となってきました。しかし、今

後経年劣化が進むことから、維持保全および更新の費用が増大します。 
 
  さらに近年、高齢化の進展や社会状況による住宅や住宅地の需要の変化により、市街地

においても空き家や未利用地が発生するようになりました。また、誰もが快適に移動でき、

暮らせる都市にするためには、バリアフリー＊やユニバーサルデザイン＊への配慮も高齢社

会の進展とともに、重要となってきています。 
 

高度成長期とは異なり、高齢化等社会経済状況の変化から財政状況が厳しくなることが

想定されます。しかし、住宅都市としての性格上、引き続き交通網をはじめとする暮らし

を支える都市基盤づくりは、必要不可欠です。加えて、将来の人口構成を見据えた既存資

源の維持や活用、計画的な更新も重要です。 
長期的な視点から、社会経済状況の動向をとらえ、それを踏まえた土地利用や都市基盤

整備などの取組を戦略的に進めます。 
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（１）人口構造の変化 

ア 人口の動向 

日本の総人口は、厚生労働省の人口動態調査によれば、平成17年に減少に転じています。

一方、練馬区の総人口は当面増加しますが、平成30年前半から人口減少が始まります。目標

年次である平成30年代中頃の総人口は、約71～72万人と予測します。 

今後は高齢化が著しく進行し、総人口および年少人口の減少と、高齢人口の増加が同時に

進むことが見込まれます。なお、近年の傾向では世帯数は増加するものの、世帯人員は平成

12年の2.3人から平成22年には2.1人に減少しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区の人口の将来推計 

（ビジョン≪白書編≫をもとに作成） 
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イ 世帯数の推移 

平成12年から平成22年にかけて増加した52,199世帯の内訳をみると、単独世帯が36,968

世帯となっており、単独世帯の増加が著しくなっています。また、高齢単身世帯数も

10,430世帯増加しています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ウ 昼夜間人口 

 昼夜人口の比率は、平成 22年 

現在 82.1％で、23 区で最も低く、 

東京都の 118.4％、区部の 130.9％ 

を下回っています。 

昼夜人口比率から、練馬区が住 

宅都市であることが分かります。 

 

エ 人口密度 

  平成25年現在の人口密度は、 

約14,727／㎢となっています。 

概ね23区の平均値と同じ数値 

です。 

 

 

 

単独世帯数の推移（一般世帯数） 

（資料：国勢調査＊） 
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（２）土地利用の変化 

ア 土地利用の状況 

区全体の土地利用状況は、以下の様になっています。 

区全体4,819.9haの約60％が宅地です。宅地面積のうち住宅用地の比率が一番高く、ま

た、増加傾向にあり、練馬区は住宅都市としての性格が強いことが分かります。 

区全体 

宅地 

  

土地利用区分別面積 

非宅地 
 

土地利用区分別面積 

公共 

用地 

商業 

用地 

住宅 

用地 

工業

用地 

公園等 

（※１） 

道路等 

（※２） 

農用 

地等 

（※３） 

その他 

（※４） 

4,819.9 
ha 

3,014.8
ha 

355.8 
ha 

289.7
ha 

2,275.3
ha 

94.0 
ha 

1,805.1 
ha 

268.7 
ha 

903.3 
ha 

253.5 
ha 

379.6 
    ha 

62.5% 7.4% 6.0% 47.2% 1.9% 37.5% 5.6% 18.7% 5.3% 7.9% 

練馬区の土地利用（平成26年(2014)３月）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地の内訳をみると、住宅用地が70％を超え、23区の状況と比較しても、宅地における

住宅用地の占める割合が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

図‐宅地の内訳（建物用途による分類） 

（資料：東京の土地利用  

平成 23 年東京都区部） 

※１ 公園緑地、運動場、野球場など 

※２ 街路、歩行者道路、自転車道路、鉄道など 

※３ 農地（田・畑・樹園地）、農林漁業施設など 

※４ その他 屋外利用地（屋外駐車場など）、水面・河川・水路など 

 
練馬区の土地利用の内訳推移の推移 

（資料：練馬区の土地利用

平成 26 年３月） 
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イ 用途地域＊の指定状況 

用途地域＊が指定されている区域の 

約90％が住居系の用途地域＊となって 

います。中でも、第１種低層住居専 

用地域が全体の約60％を占めています。 

こうした状況からも、住宅都市とし 

ての特性が高いことが分かります。 

   

 

 

 

 

ウ 宅地利用の状況 

低層住宅地から駅前の商業地域まで段階的に用途地域を指定し、地域特性に応じた適正

な土地利用を進めたことが、住宅都市として発展した要因のひとつであると考えられま

す。 

段階的な土地利用により、区内では、みどり豊かな低層住宅中心の生活空間に加え、駅

周辺の交通拠点の機能拡充などによる生活利便性の向上を活かした都市型居住も進みまし

た。そのため、多様なライフスタイルや働き方に合わせ、居住環境の選択肢が多様化して

います。 

しかし、今後は住宅の更新時期を迎え、戸建て住宅の建替えをはじめ、マンションの改

修、更新などが増加することも想定されます。また、少子高齢化の進行と本格的な人口減

少等の社会構造の変化による、住宅や住宅地の需要の変化も見据える必要があります。 

多様化する区民のニーズに応えつつ、良好な住宅都市としてさらに発展していくため、

地域特性に応じた、生活空間、居住空間の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域＊等の指定状況 

練馬区の土地利用（平成26年(2014)３月）より 
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（３）都市基盤＊等の整備状況 

 練馬区では、都市計画マスタープラン全体構想を平成13年３月に、地域別指針を平成15年

６月に策定しました。以下に、概ね10年間のまちづくりの主な実施状況を示します。 

 都市計画道路等都市基盤＊の整備は、いまだ不十分なため移動の円滑化や都市環境創出の

ための取組が必要です。 

 

ア 土地利用に関連する状況 

 各種の計画およびまちづくり条例＊の策定等により、土地利用に関する規制および誘導を

行っています。地域のまちづくりについては、地区計画＊の決定等を行いました。また、土地

区画整理事業＊を施行すべき区域の市街地整備方針を定めました。今後も適切な土地利用を進

めます。 

 

項目 平成 14 年度末 平成 26 年度末 

地 区 計 画＊  16 地区 31 地区 

重点地区まちづくり計画 ― 13 地区※ 

建築物の高さの最高限度（高度地区） ― 指定 

敷地面積の最低限度 ― 指定 

まちづくり条例＊ ― 施行 

土地区画整理事業＊を施行すべき 

区域の市街地整備方針 
― 制定 

※まちづくり条例＊施行に伴う経過措置によるみなし計画含む。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点地区まちづくり計画 
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イ 拠点の整備状況 

  区民生活を支える鉄道駅周辺の練馬駅周辺地区（練馬の中心核）・石神井公園駅周辺地

区・大泉学園駅周辺地区・光が丘地区（地域拠点）において、市街地再開発事業＊の実施

や地区計画＊の策定を進めました。今後も都市基盤＊の整備を進めます。 

 

項目 平成 14 年度末 平成 26 年度末 

市街地再開発事業＊ 

２地区完了 
・練馬春日町駅西地区 
・石神井公園駅北口地区 
１地区事業中 
・大泉学園駅前地区 
 

３地区完了 
・練馬春日町駅西地区 
・石神井公園駅北口地区 
・大泉学園駅前地区 
１地区計画＊決定 
・大泉学園駅北口地区 

地区計画＊ 
▪中心核 

・練馬駅周辺地区 
▪地域拠点 

・石神井公園駅周辺地区 
・大泉学園駅周辺地区・ 
・光が丘地区 

― 

６地区計画＊決定 
▪中心核 
・練馬駅南口地区 
・練馬駅北口地区 
▪地域拠点 
・大泉学園駅北口地区 
・光が丘地区 
・大泉学園駅北口東地区 
・石神井公園駅南地区 

※中心核・拠点については、全体構想Ⅰ 第３章 将来の都市構造 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画策定状況 
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ウ 交通体系の整備の状況 

  道路は都市に必要不可欠な基本的な都市基盤＊です。現道路網の交通機能の円滑化や防

災機能の向上などに留意し、引き続き必要性の高い路線から順次、整備を進めます。 

 鉄道については、西武池袋線の連続立体交差事業を行っています。今後、引き続き西武

新宿線の連続立体交差化＊や、都営地下鉄大江戸線の延伸およびエイトライナー＊の実現に

向けた取組を進めます。 

 

項目 平成 14 年度末 平成 26 年度末 

都市計画道路の整備率 

完了   46.3km(42.8％) 

事業中  7.3km (6.7％) 

未完了 54.7km(50.5％) 

完了   54.6km(50.3％) 

事業中 10.2km (9.4％) 

未完了 43.6km(40.2％) 

西武池袋線（練馬高野台駅〜

大泉学園駅間）の連続立体交

差化＊ 

― 高架化完了 

コミュニティバス＊ 

（みどりバス） 
２ルート ６ルート 

※小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が総数と同値にならない場合がある。 
 

エ みどりと水の整備および保全の状況 

  公園、樹林地をみどりの拠点とし、幹線道路沿いの街路樹、河川沿いの樹木をみどりの

軸として、ネットワーク化を図り、練馬らしいみどりの保全と創出を進めます。 

 

項目 平成 14 年度末 平成 26 年度末 

公園総数 

公園 173 か所 

緑地 172 か所 

児童遊園 207 か所 

（総面積 783,933.64 ㎡） 

公園 203 か所 

緑地 235 か所 

児童遊園 218 か所 

（総面積 992,953.08 ㎡） 

大規模公園※ 

 

12 か所 

（総面積 296,602.6 ㎡） 

17 か所 

（総面積 430,392.54 ㎡） 

区民一人当たり公園面積 2.68 ㎡／人 2.89 ㎡／人 

特別緑地保全地区 ― １ヵ所（早宮けやき） 

生け垣化推進(助成制度) 
延長 643ｍ 

総延長 14,657ｍ 

延長 235ｍ 

総延長 19,407ｍ 

河川改修（石神井川） 6.9km 8.5km 

河川改修（白子川） 0.5km 1.7km 

※大規模公園：地区公園、近隣公園および概ね 1.0ha をこえる都市公園 
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 ２ まちづくりの課題 
 土地利用の誘導、都市計画道路や公園の整備、市街地再開発事業＊など都市基盤＊整備を進

めましたが、引き続き取り組む必要がある課題があります。 

 そこで、中・長期視点に立ち、以下を練馬区のまちづくりの課題として捉えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）密集住宅市街地＊の改善、都市型水害対策 
   震災に備えた密集住宅市街地＊の改善、 

建築物の耐震化、無電柱化、都市型豪雨等の水害対策 など 

 
（２）都市計画道路の整備促進、鉄道の整備推進 
   遅れている南北方向や西部地域の都市計画道路の整備促進、 

西武新宿線の連続立体交差化＊、都営地下鉄大江戸線の延伸、 

まちのバリアフリー＊化の推進 など 

  
（３）鉄道駅周辺の整備 
   交通広場など駅前空間の整備、商業環境の向上、 

日常生活を支える拠点づくり など 

 
（４）みどりの保全と創出、都市農地の保全 
   公園や緑地などまちのみどりの保全と創出、 

都市農地や屋敷林など区の特徴であるみどりの保全と創出 など 

 
（５）自立分散型エネルギー社会の実現 
   将来を見据えたエネルギーセキュリティの確保、自立分散型エネルギー、 

温室効果ガス削減、ヒートアイランド現象＊対策、循環型のまちづくり など 
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（１）密集住宅市街地＊の改善、都市型水害対策  

 首都直下地震の発生が危惧される中、区内にも木造住宅が密集し、緊急車両の通行が困難

な地域や災害発生時に延焼の可能性が高い危険な地域があります。このような地域につい

て、練馬地区は密集住宅市街地＊整備促進事業を終え、江古田北部、北町、貫井・富士見台

の３地区では、密集住宅市街地＊整備促進事業を実施しています。また、区立施設は計画的

に耐震化していますが、民間建築物の耐震化は７～８割程度にとどまっています。災害時の

電柱倒壊の危険を減らすために、道路の整備の機会をとらえた無電柱化も求められていま

す。 

さらに、近年従来の雨水処理能力を超えた集中豪雨が頻発し、浸水被害が発生しています。

浸水被害軽減のために、東京都は豪雨対策の目標を１時間あたり75ミリの降雨に引き上げ、

河川改修や下水道施設の増強といった治水施設の整備を進め、区は雨水流出抑制対策を実施

しています。 

 このため、建築物の耐震化や不燃化等の対策、都市型豪雨対策が引き続き必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成５～17 年「東京都豪雨対策基本方針」（平成 19 年８月） 

    平成 18～24年 東京都建設局「過去の水害記録」災害別雨量記録表） 

木造住宅密集地域 

（出典：「木密地域不燃化 10年プロジェクト」実施方針 平成 24 年１月） 
 ※プロジェクトの対象地域は、「防災都市づくり推進計画（平成 22 年１月）」で定めている 

  整備地域等を要件としている。 
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（２）都市計画道路の整備促進、鉄道の整備推進 

鉄道ネットワークの発達により、都心や副都心などへのアクセスが容易になりました。そ

の一方、区北西部には、最寄りの駅まで１キロメートル以上離れ、都心などへアクセスする

には交通の不便な鉄道空白地域があります。 

また、区内の都市計画道路の整備率は50.3％であり、23 区平均の64.2％を下回っていま

す。特に西部地域の整備率は30.1％と低くなっています。（練馬区内の整備率：平成26年度

末、23区平均：平成25年度末時点） 

また、南北方向の道路整備の遅れが目立っています。このため、主要道路での渋滞や生

活道路への車両等の流入が続いています。さらに、道路と鉄道が平面交差する踏切（区近接

含め33カ所）には、交通渋滞の発生や踏切事故の危険性など、多種多様な問題が発生してい

ます。都営地下鉄大江戸線延伸による区内北西部の鉄道空白地域の解消、西武新宿線の連続立体

交差化＊による踏切の除却など鉄道事業に関連する整備が課題です。 

さらに高齢者を始め、誰もが安全に安心して移動できる都市空間を形成するためのバリア

フリー＊対策や交通対策も重要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 24 年度実施 都市計画マスタープラン

区民アンケート結果  

 
鉄道の本数や路線の便利さ等について

は、区の西部、特に第５地域・第７地域で

満足度が低くなっています。 
 

都市計画道路の状況 
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（３）鉄道駅周辺の整備 

 練馬区は、70万人以上の区民が生活し、にぎわいのある駅前や商店街、落ち着きのある住

宅地、都市農地が点在する地域など様々な特色をもっています。 

鉄道は、西武池袋線・豊島線・新宿線、東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線、西

武有楽町線、都営地下鉄大江戸線が運行しています。鉄道は、まちの中の重要な移動手段で

す。また、鉄道駅や交通広場は、公共交通機関であるバス路線の基点、自転車や徒歩などの

移動手段の基点ともなっています。区では、各鉄道の駅を、生活を支える拠点とし位置づけ

ています。 

地域の中心的な役割を果たす鉄道駅周辺の機能を高めるためには、交通広場などの駅前空

間の整備に加え、生活に密着した商業施設の充実や商店街の魅力を高めることが必要です。 

 

 

 

   

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

練馬区内および隣接の各駅 
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（４）みどりの保全と創出、都市農地の保全 

 練馬区の魅力は、みどりの豊かさと都市の利便性が両立しているところです。 

練馬区の緑被率＊は23区で最も高い25.4％を誇ります。地域別にみると、練馬や豊玉、春

日町など区の東部より、光が丘や大泉、石神井など区の中央部や西部の方が緑被率＊は高く

なっています。区内の農地面積は224.1haであり、区部では１番目、都内でも４番目の規模

です。しかし、農地面積の減少が続いており、過去10年で69.5haも減少しました。 

今後、東京都による練馬城址公園の整備などにより、公園面積は増加していくことが見込

まれています。一方、区内のみどりの78％を占める農地や樹林地など、民有地に存在するみ

どりの減少が懸念されます。 

みどりは、防災、環境、景観、観光資源としての機能も担っており、都市生活を送る上で

必要不可欠なものです。そのため、豊かなみどりの保全や創出を図ることが課題となってい

ます。また、練馬区の魅力のひとつであり、都市における貴重なみどりでもある多面的な機

能をもつ都市農地の保全も重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

練馬区の緑被率の推移 

※平成３年および平成 18年の調査においては、調査方法や調査精度を変更したことにより、値が上昇している。 

平成 26 年 12 月 1日現在（出典：練馬区資料） 

練馬区の農地面積の推移 

（出典：みどり 30 推進計画（第二期事業計画）） 
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（５）自立分散型エネルギー社会の実現 

平成23年３月に発生した東日本大震災では、区内でも一部の地域で計画停電が実施される

など私たちの生活に大きな影響がありました。大規模集中型電力システムの脆弱性が明らか

になったのです。 

また、近年の技術動向として、家庭用燃料電池＊や再生可能エネルギー＊をはじめとする分

散型電源の製品開発が進展しています。この技術の進歩によりこれまでの大規模な工場だけ

でなく、小規模な事業所や家庭においても分散型電源の導入が可能となりました。 

一方、区内のエネルギー消費量は全体的に漸減傾向にあります。しかし、部門別に見ると、

民生部門（家庭部門・業務部門）が約７割を占めており、その割合は増加しています。 

再生可能エネルギー＊の設備容量の合計は約18,000kW（すべてが太陽光発電）です。１年

間で得られる発電量は約2,000万kWhです。これは区内の年間電力使用量（約25億kWh）の

１％にも満たない程度です。 

こうした状況を踏まえ、住宅都市にふさわしい自立分散型エネルギー社会の実現をめざし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

（ 
 

 

 

 

 

 

区内エネルギー消費量の部門別割合（2011 年度） 

（出典：(公財)特別区協議会 
「特別区の温室効果ガス排出量 
（1990～2011 年度）」をもとに作成した 
 ビジョン白書編） 
 

区内エネルギー消費量の状況 
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 １ まちの将来像 
これまで練馬区は、良好な住宅都市として発展してきました。しかし、現在、人口の減少

や超高齢社会の進行等、従来の社会状況とは異なる局面を迎え、モデルなき未知の時代に直

面しています。そうした、社会が質的に変化する中、まちづくりにおいても、これまでとは

異なる多様化する行政需要が見込まれることが予測されます。 

そのため、都市生活を支える鉄道や道路の整備、木造住宅密集地域の改善など、都市基

盤＊整備の課題を引き続き克服する必要があります。また、既存の都市インフラ＊を生かしつ

つ、快適な都市空間の形成を図ることも求められます。 

そこで、都心に近い利便性とみどり豊かな環境、多彩な地域資源を活かしたまちづくりを

進め、新しい成熟社会における住宅都市としての可能性を発展させます。そして、子どもか

ら高齢者まで誰もが暮らしやすく住み続けたい、住宅都市をめざします。 

 そのため、平成30年代中頃（2020年代）を展望し、新たに顕在化した社会状況の変化に対

応し、住宅都市としてさらに発展するための将来像、都市構造を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

暮らし続けたい みどりあふれる 快適な住宅都市 

～新しい成熟都市・練馬をめざして～ 

まちの将来像 

将来の都市構造と土地利用の方針 

都市の 

ネットワーク 

みどりの 

ネットワーク 

都市の 

核と拠点 

土地利用の方針 
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 ２ 将来の都市構造   
 都市基盤＊や都市機能の充実を的確に誘導するため、東京のもつ広域的な構造を踏まえ

つつ、区独自の都市構造を明確にします。将来の都市構造として、都市の骨格となる「核

と拠点」、都市生活を支える「都市のネットワーク」、みどりあふれる都市空間形成に向

けての「みどりのネットワーク」についての考え方を示します。 

 

（１）都市の核と拠点 

 練馬区では、都心や副都心への通勤者の多い住宅都市としての性格から、主に鉄道駅周辺

が商業活動や区民の生活の中心となっています。 

 鉄道駅を中心とした駅周辺を、多様な交通手段の重要な結節点、重要な都市空間として位

置づけます。それぞれの駅周辺で、生活に密着した商業サービスの向上などを図り、地域の

状況にあわせたにぎわいを形成します。都市基盤＊の整備、土地利用の有効活用などを推進

します。 

 

ア 中心核 

  練馬駅周辺を中心核とします。中心核は、交通の結節点として、人々が集まり、交流

し、活動し、楽しめる練馬区の中心機能を担います。そのため、交通広場等駅周辺の整備

を進め、練馬の「顔」としてふさわしい、魅力ある都市空間の創出をめざします。また、

区役所や文化センター等が立地する複合機能を生かすとともに、商業、業務、文化機能を

充実します。 

 

イ 地域拠点 

  石神井公園駅周辺、大泉学園駅周辺、光が丘駅周辺、上石神井駅周辺を地域拠点としま

す。地域拠点は、地域における活動と交流の中心であり、区民生活の豊かさを実現する地

域の中心的な役割を果たします。交通網の充実とともに、生活利便性の高い駅前空間の整

備を進めます。地区の状況に合わせた土地の高度利用、適切な土地利用を進めます。文化

施設などの充実により、個性を生かした魅力ある拠点としての機能を高めます。地域の

「顔」としてふさわしい、魅力ある都市空間を形成します。 

 

ウ 生活拠点 

  中心核および地域拠点以外の駅の周辺を生活拠点として位置づけます。生活拠点は、区

民の日常生活を支える生活の中心です。そのため、地区の特性に応じた交通利便性の向上

や良質な都市空間の形成、商業環境の向上等により生活利便性の機能を高めます。地区の

状況に合わせた適切な土地利用を進めます。 
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都市の核と拠点一覧 

区 分 地 区 名 称 

中心核（１地区） □練馬駅周辺地区 

地域拠点（４地区） □石神井公園駅周辺地区    □大泉学園駅周辺地区 

□光が丘駅周辺地区      □上石神井駅周辺地区 

生活拠点（18地区） □東武練馬駅周辺地区     □小竹向原駅周辺地区 

□新桜台駅周辺地区      □氷川台駅周辺地区 

□平和台駅周辺地区      □地下鉄赤塚駅周辺地区 

□地下鉄成増駅周辺地区    □新江古田駅周辺地区 

□練馬春日町駅周辺地区     □江古田駅周辺地区 

□桜台駅周辺地区           □豊島園駅周辺地区 

□中村橋駅周辺地区        □富士見台駅周辺地区 

□練馬高野台駅周辺地区      □保谷駅周辺地区 

□上井草駅周辺地区       □武蔵関駅周辺地区 

生活拠点（候補） 

（３地区） 

□（仮称）土支田駅周辺地区  □（仮称）大泉町駅周辺地区 

□（仮称）大泉学園町駅周辺地区 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※拠点については、「街づくり基本計画」（平成３年策定）で示した考え方を踏まえています。  

拠点位置図 
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（２）都市のネットワーク、みどりのネットワーク 

 都市生活を支える鉄道および道路の交通ネットワークの形成を図り、都市機能を強化しま

す。併せて、都市空間に必要なみどりのネットワークの形成を進めます。 

 

 ア 都市のネットワーク 

□ 鉄道ネットワーク 

多様な都市活動を支え、人びとの移動手段となる鉄道ネットワークの充実を図ります。 

 快適な都市空間づくり、高齢社会の進展を見据えた鉄道ネットワークを形成します。 

□ 都市軸（道路） 

主として広域的な交通需要を支える幹線道路（都市計画道路）を「都市軸」として位

置づけます。 

「都市軸」は、区内外を連絡するとともに、区内の拠点相互を連絡する主要な幹線道

路です。防災面や景観面で区の骨格の形成、みどりの創出に積極的に寄与するとともに、

拠点や沿道における活力とにぎわいのある都市活動を支えます。沿道の土地利用につい

ては、商業および業務機能、サービス施設の誘導を図るとともに、こうした諸機能と複

合した中高層の都市型住宅を誘導し、にぎわいを形成します。 

 

□ 主要な交通軸（道路） 

主として、地域間交流を図り、生活圏を構成する幹線道路（都市計画道路）および補

助的な幹線道路を「主要な交通軸」として位置づけます。 

「主要な交通軸」は、区民生活を支え、区内の交流を進め、拠点相互を連絡する道路

として、ネットワークを形成し「都市軸」を補完します。都市軸と同様に、みどりの創

出に寄与します。沿道の土地利用については、地域生活に立脚した商業および業務機能、

商業および業務機能と複合した都市型住宅を誘導します。住宅地内を通過する路線につ

いては、周辺住宅の環境に配慮しつつ、都市型住宅などを誘導します。 

 

 イ みどりのネットワーク 

大規模公園や緑地などのまとまったみどりをみどりの拠点として整備を進めます。あ

わせて、石神井川と白子川の２つの水系や旧田柄川、幹線道路（都市軸および主要な交

通軸）の街路樹等をみどりの軸として位置づけます。みどりの拠点とみどりの軸によ

り、みどりのネットワークの形成を進め、防災、環境、景観、レクリエーションなどの

機能が最大限発揮された都市空間の形成をめざします。 
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 ３ 土地利用の方針 
  

（１）土地利用の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 土地利用の基本的な考え方 

□ 地域特性に応じた土地利用 

住宅都市として形成されてきた経緯を踏まえつつ、人口減少と高齢社会の同時進行や、

環境に配慮したまちづくりなど新たな課題に対応するため、社会情勢の変化やそれぞれ

の地域特性に合った計画的な土地利用を進めます。 

 
イ 土地利用の方向性 

≪住宅系土地利用≫と≪非住宅系土地利用≫の２つに区分後、それぞれ細分化し、地域

特性に応じた多様な市街地形成をめざします。 

 

□ 住宅系土地利用 

土地利用の約半分が住宅用地であり、その住宅用地が区の良好なイメージをつくるとと

もに、快適な生活を送る場となっています。良好な街並みの形成、住環境の保全等を図る

土地利用を誘導します。  

 

□ 非住宅系土地利用 

商業・業務系の機能が集積する地区は、都市の活力やにぎわいを生み出しています。幹

線道路沿道は、商業や業務機能に加え、延焼遮断帯＊の形成など防災機能も果たします。 

  高度利用とともに、周辺の住宅地や後背地の環境と調和した土地利用を誘導します。 

＜基本的考え方＞ 

将来都市構造に基づき、土地利用の将来の方向性を表す方針を示します。 

市街地形成の経緯などの地域特性を考慮し、現在の土地利用を踏まえた計画的な土

地利用の誘導を図り、良好な市街地を形成するまちづくりを進めます。 

住宅都市としてさらに発展するため、住宅地を中心とした良好な住環境を引き続き

確保します。また、住宅地以外の駅周辺、幹線道路沿道などでは、まちの活性化を図

り、区民の生活を支えるために、土地の高度利用、有効活用を進めます。 
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≪住宅系土地利用≫ 

 

地 区 土 地 利 用 方 針 

農
業
住
居 

複
合
地
区 

□ 農住共存地区 
生産緑地＊などの農
地、樹林地と低層の住
宅の共存を図る地区 

農地、樹林地、低層の住宅それぞれが調和した住環境を保全

します。農地の宅地化の際には、道路や公園などを整備し、

みどり豊かな良好な戸建住宅や集合住宅を誘導します。 

一
般
住
宅
地
区 

□ 戸建住宅地区 
農地を残しつつ、みど
り豊かな環境を保つ戸
建の住宅地区 

農地と住宅の調和がとれたみどり豊かな住環境を維持しま

す。 

農地の宅地化の際には、道路や公園などを整備し、良好な戸

建住宅の立地を誘導します。 

□ 住環境保全地区 
基盤が整い、みどり豊
かで良好な環境を保全
する住宅地区 

道路などの条件が整い、ゆったりとした郊外型の住宅地の現

状をできるだけ保全します。 

将来にわたり良好な住環境を維持します。 

□ 低層住宅地区 
低層住宅地区や中層住
宅が点在し、調和を図
る低層住宅地区 

適切な生活道路を配置のうえで、敷地の細分化の防止や建物

の適正な密度、高さの維持を図ります。 

低層住宅地にふさわしい住環境をめざします。 

□ 低層集合地区 
住宅が密集しており、
修復を必要とする低層
住宅地区 

幅員の狭い道路(狭あい道路)の整備、共同化・協調化＊による

建物の更新などを進め、住環境の改善を図ります。 

□ 中低層地区 
周辺の低層住宅地と調
和を図りつつ、中層化
を促す住宅地区 

補助幹線道路の沿道や、低層住宅地に囲まれた中層集合住宅

地では、周囲の住環境と調和した土地利用を図りつつ、土地

の高度利用を促します。 

都
市
型
住
宅
地
区 

□ 都市型集合地区 
住宅が密集しており、
中層化を促し、修復を
必要とする地区 

都市基盤＊の改善、敷地や建物の共同化・協調化＊によって中

層の建物を適正に誘導します。オープンスペース＊の確保や建

物の耐火化、狭あい道路の整備などを進めます。 

□ 都市型誘導地区 
良好な都市基盤＊を生
かし、土地の活用を促
す地区 

道路などの都市基盤＊が整っている立地条件を生かして、多様

な形態や規模の建物との共存に配慮します。 

適正な土地の高度利用を誘導し、街並みを形成します。 

□ 住商工共存地区 
住宅と商業施設や工場
等の相互の調和を図っ
ていく地区 

地区の条件に応じて施設立地の適正化を図り、周囲と調和し

た土地利用のもとで、住環境の形成を図ります。 

□ 中層地区 
基盤条件を生かしなが
ら、土地の高度利用を
図っていく地区 

基盤条件を考慮しながら、中高層の集合住宅の誘導を図りま

す。高層住宅については、高さや規模などについて周辺への

影響に配慮した立地を誘導します。 

□ 集合団地地区 
中層や高層の住宅団地
が立地し、良好な環境
を維持する地区 

まとまったオープンスペース＊とみどり豊かな環境を生かし、

良好な住環境を維持します。 
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≪非住宅系土地利用≫ 

 

地 区 土 地 利 用 方 針 

商
業
・
業
務
系
地
区 

□ 商業業務地区 
商業・業務を活性化

し、土地の有効利用を

図る地区 

練馬の中心核や地域拠点では、土地の高度利用を進めます。

市街地再開発事業＊などの活用や、敷地や建物の共同化・協

調化＊などを図ります。 

□ 商業誘導地区 
鉄道駅の周辺で、商業

集積を図り、都市生活

の利便性を向上する地

区 

鉄道駅周辺の生活拠点では、近隣向けの商業施設などを誘導

し、都市生活の利便性向上を進めます。 

大江戸線延伸に伴う新駅予定地周辺では、将来の生活拠点に

ふさわしい市街地整備を図ります。 

幹
線
沿
道
地
区 

□ 都市型沿道地区 

幹線道路の沿道で都市

型産業の集積を図る地

区 

主要な幹線道路の沿道では、中高層の集合住宅や沿道型の商

業・業務施設・サービス施設などの都市型産業の複合的な利

用を誘導します。沿道環境、防災性に配慮しながら、延焼遮

断機能を併せもった土地利用を図ります。 

□ 沿道利用地区 
幹線道路の沿道等で、

土地の高度利用を進

め、商業・業務施設の

利用を進める地区 

幹線道路沿道およびその後背地の環境に配慮し、中層の集合

住宅や沿道型の商業・業務施設の利用を進めます。 

沿道の防災性にも配慮した土地利用を進めます。 

□ 沿道環境地区 
沿道環境に配慮した環

境施設帯＊や地下・掘

割区間の沿道地区 

沿道環境に配慮した構造の幹線道路の沿道では、良好な住環

境を保持します。併せて、中層の集合住宅や沿道型の利便施

設の立地を促します。また、延焼遮断機能をもたせた土地利

用を図ります。 

そ
の
他 

□ 工業系地区 

工業と住宅が混在する現状を考慮し、環境に配慮した、地域

密着型の土地利用を図ります。さらに、ＩＴ（情報技術）な

ど、研究・開発を中心とした新しい業態への転換や創業の支

援などを積極的に検討します。 

□ 大規模公園等 
防災、環境保全、レクリエーション、景観、地域の魅力の向

上などの機能の更なる充実を図ります。 

□ 大規模公共施設 
大泉学園町北部の公共施設地区、北町の自衛隊駐屯地地は、

周辺地区との調和に配慮しつつ、公共の土地利用の保全、充

実を図ります。 
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（２）風致地区＊等 

ア 風致地区＊ 

  区内には、大泉、石神井の２つの風致地区＊があります。大泉風致地区＊（昭和５年10

月）、石神井風致地区＊（昭和８年１月）は、それぞれの地区の付近一帯の風致の維持を

目的に風致地区＊として指定されています。地区では、良好な自然的景観とともに街並み

のゆとりやみどりに恵まれた住環境が維持されている地域とその維持に課題がある地域が

存在します。こうした地域の実態などを踏まえ、今後のまちづくりの中で、まちのあり方

について検討する必要があります。 

 

イ 土地区画整理事業＊を施行すべき区域 

  練馬区の約44％を占める土地区画整理事業＊を施行すべき区域では、都市基盤＊が未整備

なため、事業化に向けて様々な働きかけを行いましたが、事業実施地区は区域面積の約

３％にとどまっています。その一方、市街化や宅地の細分化が進んでいる現在、新たな土

地区画整理事業＊の実施が難しい状況にあります。 

  そうした状況の中、区では平成20年（2008年）に、より良い市街地形成を図るため、整

備の手法や今後の進め方についての方針を定めた「土地区画整理事業＊を施行すべき区域

の市街地整備方針」を策定しました。 

  今後は、市街地整備方針に基づき、条件の整った地区について、その立地特性を踏まえ

ながら市街地整備計画を策定し、具体的なまちづくりを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

風致地区と土地区画整理事業を施行すべき区域 
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 １ 新しい成熟都市をめざしたまちづくり 
都市計画マスタープランは、ビジョンのまちづくり分野の計画として、まちづくりの将来

像や目標、個別の都市計画の方針を示します。 

新しい成熟都市をめざして、暮らしやすく住み続けたい住宅都市をつくるために、着実に

まちづくりを進める必要があります。そのため、第５章の分野別まちづくりの方針に先立

ち、新たな視点に立った当面のまちづくりの重点的戦略を、住宅都市としての地域特性を踏

まえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
  

重点的に進めるまちづくり 

⑸ 環境に配慮したまちづくり 
 

⑵ 鉄道、道路などインフラ＊の整備 

⑴ 災害に強い安全なまちづくり 

⑷ みどりあふれるまちづくり 

⑶ 地域生活を支える駅周辺のまちづくり 

■ 建築物の耐震化や不燃化、木造住宅密集地域の改善、水害対

策の強化などによる安全で強いまちの形成 

■ 快適な都市環境を創出する鉄道、道路の交通ネットワークの

整備 

■ 地域の特性にあわせた、区民生活の拠点となる区内各駅周辺

のまちづくり 

■ みどりの保全、公園の整備、多面的機能を持つ都市農地の保

全の取組などによりさらにみどり豊かな練馬を実現 

■ 地域特性にふさわしい自立分散型エネルギー社会の実現 
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２ まちづくりの重点的な取組 
 

（１）災害に強い安全なまちづくり 

ア まちづくりの方向性 

首都直下地震など首都圏に大きな影響のある地震発生の懸念に加えて、都市型集中豪雨

などの自然災害が近年頻発しています。災害に強い安心して住めるまちづくりを進めるこ

とが、引き続き求められています。そのため、建築物の耐震化や不燃化、水害対策の強化、

木造住宅密集地域の改善などにより災害に強い都市構造をつくります。 

 

イ 重点事業 

○ 特定緊急輸送道路＊沿道にある対象建築物等の耐震化 

特定緊急輸送道路＊は、地震発生時に建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的

な避難路および輸送路を確保するための道路です。区内には川越街道、目白通り、環状

７号線、環状８号線（一部）、青梅街道、新青梅街道、笹目通りの７路線、高速道路の

関越自動車道、東京外かく環状道路があります。 

その特定緊急輸送道路＊沿道建築物で道路閉塞を防ぐために耐震化の対象となる建築

物 101 棟の所有者へ個別に働きかけ、耐震改修の必要性や方策への理解と耐震改修助成

の制度の活用を促し、耐震化を進めます。 

   さらに、民間建築物に対する耐震診断や耐震改修工事に対する支援を進めるとともに、

とりわけ耐震化に際して、所有者間の合意形成が必要となる分譲マンションへの支援を

強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

○  都市計画道路沿道建築物の不燃化による延焼遮断帯＊の形成 

都市計画道路は、災害時においても地域の骨格となる道路です。さらに、大規模地震

により火災が発生した際は、都市計画道路とその沿道建築物の不燃化により、不燃化空

間をつくり、火災の延焼を防ぐ延焼遮断機能を有しています。  

放射７号線等の都市計画道路事業に併せた沿道まちづくりにおいて、防火地域等の都

市計画決定を行い、沿道建築物の不燃化を誘導します。 

特定緊急輸送道路沿道 
（出典：練馬区資料） 
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○  無電柱化による避難路確保 

 震災時の電柱の倒壊により、災害時の避難や救援 

活動に重要な道路が塞がれることがないように、 

都市計画道路や生活幹線道路の整備にあわせた無電 

柱化を進めます。 

無電柱化を進めるには、歩道幅員の確保などが必 

要ですが、歩道幅員の狭い既存道路においても、 

モデル事業として無電柱化を図ります。モデル事業 

を踏まえ、既存道路での無電柱化事業の進め方を検討し、無電柱化を進めます。 

 

○  木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化 

木造密集地域は、木造建築物が密集し、地域の中に幅員の狭い道路が多いため災害時

の消防活動が困難な地域です。密集住宅市街地＊整備促進事業が進捗してきている江古

田北部地区、北町地区は、災害危険性の改善に必要な道路や公園の整備を終え、地区計

画＊によるまちづくりを進めます。 

現在、密集住宅市街地＊整備促進事業を実施している貫井・富士見台地区では、消防

活動困難区域＊を解消するため、道路や公園の整備等の事業計画の合意形成を図り、事

業化の取組を進めます。また、新たに１地区を選定して、密集住宅市街地＊整備促進事

業を活用して木造密集地域の改善を進めます。 

  さらに密集住宅市街地＊整備促進事業を実施している地域以外でも、木造住宅が連担

している比較的小規模の地域について、新たな制度の創設により改善の取組を進めます。 

 

○  雨水貯留浸透施設の増設等水害対策の強化 

    区内の白子川や石神井川、旧田柄川流域など河川沿 

  いの低地では、集中豪雨時における河川から下水道管 

  への逆流などにより、浸水被害が発生しています。 

そのため、河川沿いなどで浸水被害が想定される 

場所で、東京都の河川改修や下水道貯留管の整備に 

加え、区における雨水流出抑制対策などを強化します。 

   また、民間の開発や公共施設の整備にあわせ、雨水の貯留浸透施設を設置するととも

に、道路の透水性舗装の整備などにより、雨水の流出抑制を図ります。 

 

○  地下室・半地下室の浸水対策 

     練馬区浸水ハザードマップ＊に基づき、家の新築・増改築時に浸水対策の届け出を制

度化し、地下室・半地下室の浸水対策を促進します。 

石神井町二丁目（補助 132 
号線）（出典：練馬区資料） 

雨水貯留浸透施設設置工事 
（出典：練馬区資料） 
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（２）鉄道、道路などインフラ＊の整備 

ア まちづくりの方向性 

鉄道や道路は、快適な都市生活を支える、区民の日常生活に不可欠な施設です。高齢化

社会が進む中、公共交通による移動を充実するため、鉄道や道路の交通ネットワーク整備

を進めます。 

 

イ 重点事業 

○  都営地下鉄大江戸線の延伸 

   区内には、鉄道駅から１キロメートル以上離れている鉄道空白地域が存在しています。 

 こうした地域の状況を改善するため、区北西部においては、大江戸線の早期事業化を図

り、大泉学園町まで地下鉄を延伸することが必要です。 

そのため、事業予定者である東京都と、事業化に向けて実務的な協議を進めます。ま

た、大江戸線延伸推進基金を積み増し、延伸実現のために有効活用します。さらに、こ

うした状況を踏まえ、新駅予定地を中心に、都市生活を支えるサービス施設等の立地を

促進し、大江戸線延伸予定地域の補助 230 号線沿道のまちづくりを具体化します。併せ

て、大江戸線の延伸による区民生活や地域経済への整備効果をＰＲし、区民の機運を一

層盛り上げます。 

 

大江戸線延伸促進大会
（出典：練馬区資料） 
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○ 都市計画道路の整備 

  都市計画道路は、円滑な都市活動を支えるとともに、区民の日常生活にも重要な役割

を担っています。広域的な交通ネットワーク構築の観点からも着実に道路整備を進める

ことが必要です。また、都市計画道路は、交通・環境・防災など様々な機能を持ち、都

市を形成する最も基本的な都市基盤＊ともなっています。そのため、国、東京都などと

連携し、東京外かく環状道路（関越道～東名高速）の完成に向けて整備を促進します。 

外郭環状線の２（前原交差点以南）の早期の事業着手を東京都に働きかけ、街路樹の

充実した広幅員の歩道と自転車道を設けた道路となるよう取り組みます。併せて、沿道

のまちづくりを進め、都市生活を支える良質な空間を形成します。 

また、東京都などと連携し、放射７号線（補助 135 号線（大泉学園通り）以西）、放

射 35号線・放射 36号線（環状７号線～放射８号線（川越街道））、補助 230 号線（土

支田通り～補助 135 号線（大泉学園通り））などの早期完成、補助 133 号線（補助 229

号線（千川通り以南））の早期事業着手など、都市計画道路の整備を促進します。 

  区が施行する石神井公園駅周辺の補助 132 号線（西武池袋線～都立石神井公園付近）

の完成、補助 135 号線（区街６号線～富士街道）の整備などに着手します。 

 都市計画道路の整備に際しては、街路樹等による緑化、無電柱化、自転車レーン等の 

整備を進め、快適な都市環境を創出します。 

 区内の都市計画道路の整備率は、約５割です。５年後には、23区平均である概ね６割

となることを目標とします。また、東京都と区市町で平成 28年度から 37年度までの 10

か年を計画期間とした新たな事業化計画を策定します。この計画では、完成後の整備率

が、概ね８割になることをめざします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都市計画道路イメージ 

（出典：練馬区資料） 
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○  西武新宿線の立体化の早期実現 

    外郭環状線の２は、西武新宿線との立体交差を前提に都市計画変更がされました。外

郭環状線の２の整備促進とともに、早期の連続立体交差化＊（井荻駅～東伏見駅付近）

に向けて、区民、区議会、区が一体となった要請活動に取り組みます。 
西武新宿線沿線のまちづくりを進め、早期の事業化を東京都に働きかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自転車レーン等の整備促進による散策しやすいまちづくり 

国や東京都などと連携し、都市計画道路の整備に際しては、自転車レーン等の設置を

推進し、街路樹等による緑化や無電柱化を進め、散策しやすい快適な都市環境を実現す

るまちづくりに取り組みます。 

現在の上石神井駅南口 
（出典：練馬区資料） 
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（３）地域生活を支える駅周辺のまちづくり 

ア まちづくりの方向性 

区民の生活を支える駅周辺は、交通広場やアクセス道路による他の交通機関への乗り換

えサービスを備えた交通結節機能の向上が不可欠です。また、便利で賑わいのある商業環

境、地域住民等の交流の場を備えた駅前空間、各種の情報や公共的なサ－ビスの提供など

による、生活の中心としての生活利便機能も重要です。こうした機能を向上させ、まちの

拠点としての整備を進めます。併せて、地域の状況に合わせた拠点としての景観の形成を

図ります。 

 

イ 重点事業 

○  石神井公園駅周辺地区 

石神井公園駅周辺では、これまで西武池袋線の連続立体交差事業や都市計画道路補助

132 号線（富士街道～西武池袋線）・補助 232 号線（補助 132 号線～南口駅前広場）の

整備や駅前広場の整備、北口地区での市街地再開発事業＊の施行、南地区での地区計画

＊の都市計画決定などのまちづくりを進めてきました。 

    今後は、南口西地区市街地再開発事業＊施行への支援や補助232号線（南口駅前広場～

富士街道）の整備を進めます。 

また、駅と石神井公園を結ぶ駅南側補助132号線の緑化を図り、沿道では用途地域＊の

変更などを含む、地区整備計画の決定を行います。 

さらに、安全で快適な歩行空間を確保するため、都市計画道路などの整備にあわせて、

無電柱化やバス経路、歩行者優先路線などの交通動線を見直します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石神井公園駅周辺 
（出典：練馬区資料） 
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○  上石神井駅周辺地区 

     上石神井駅周辺地区は、 前都市計画マスタープランでは、生活拠点に位置づけてい

ましたが、西武新宿線と交差する外郭環状線の２の事業化や西武新宿線の連続立体交差

化＊を見据え、新たに区南西部における地域拠点と位置づけます。 

外郭環状線の２は、一部幅員の変更、交通広場の設置、西武新宿線との立体交差を前

提に都市計画変更されました。上石神井駅周辺では、これを受けて交通広場の整備計画

を策定し、整備に着手します。 

外郭環状線の２の沿道については、東京都と連携して道路と沿道の商店街や住宅を一

体とした整備の事業手法の検討や合意形成を行い、まちづくりを進めます。 

引き続き、駅周辺の商店街と良好な住宅地のまちづくりにも取り組みます。地域にお

ける活動と交流の中心である生活拠点にふさわしい計画的な土地利用や土地の高度利用

を実施します。 

 

○  その他の駅周辺地区 

    その他の駅周辺の生活拠点においても、関連する事業の特性や地域のまちづくりの機

運の高まりなど、地域の状況にあわせ、道路整備などと連動しながらまちづくりを進め

ます。 

西武新宿線の連続立体交差化＊を見据えて、武蔵関駅では、交通広場など交通結節機能

の整備計画を関係機関と連携し策定します。また、上井草駅周辺地区では杉並区と連携

し駅周辺のまちづくりを進めます。 

   保谷駅周辺地区では、まちづくりの検討組織による協議を進め、地域の課題の把握、

重点地区まちづくり計画の策定などを行います。 

江古田・東武練馬・富士見台の各駅周辺地区では、密集住宅市街地＊整備促進事業の

施行と連携し、防災対策に加え、地域の特性に応じた交通結節機能の向上を図ります。 

   大江戸線延伸による新駅予定地周辺では、良質な都市環境に資するまちづくりを具体

化し、新たな拠点整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
武蔵関駅南口周辺 
（出典：練馬区資料） 
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（４）みどりあふれるまちづくり 

ア まちづくりの方向性 

みどりの豊かさは、練馬の特徴のひとつです。みどりは防災・環境・景観・レクリエー

ションなど多面的な機能を担う、快適な都市生活を送る上で、必要不可欠な存在です。 

そのため、現在に受け継がれた貴重なみどりを守り、さらに増やし、将来へつなぎ、み

どりの豊かさを実感できるまちの実現をめざします。さらに、練馬の重要な地域資源であ

る農地の多面的機能を有効に発揮するための取組を行います。 

 

イ 重点事業 

○  みどりのネットワークの形成 

  みどりの拠点（公園・緑地）とみどりの軸（河川や都市計画道路）をつなぎ、みど

りのネットワークを形成します。 

   都市計画道路の整備にあわせ、みどりの創出に取り組みます。また、沿道まちづくり

の中で公園や緑地を整備するなど、まちのみどりを増やすことにより、みどりの軸を形

成します。 

 

○ みどりの拠点の整備 

（仮称）練馬総合運動場公園やカタクリ 

群生地となっている（仮称）清水山公園な 

ど、特色ある公園等15か所を整備します。 

区民の共有の財産として保全すべき民有 

樹林地の健全度や所有者の意向調査を実施 

し、３か所程度、都市計画公園として決定 

します。 

 

○ みどりの軸の整備 

拠点となる公園の整備に加え、都市計画道路の整備は、沿道の街路樹の整備により豊

かで質の高いみどりを積極的に増やす機会ともなります。外郭環状線の２（前原交差点

以南）の早期の事業着手を東京都に働きかけ、みどりのネットワーク形成に繋がる街路

樹を充実します。 

石神井公園駅から石神井公園までは、補助132号線の整備にあわせて、道路の街路樹

などによりみどりの軸を形成します。 

石神井川、白子川の河川改修にあわせ、河川沿いのサクラ並木の整備を促進します。 

    

 

四季の香公園バラ園イメージ 
（出典：練馬区資料） 
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○  みどりの美しい街並みづくり 

    街路樹や公園の樹木は、目標樹形を設定した維持管理を促進します。大泉学園通りの

サクラ並木などで、計画的に樹木の更新を行います。 

   街区や沿道単位での緑化を支援し、連続性のあるみどりの創出を図ります。 

 

○  子どもたちが楽しめる体験型事業の実施 

   みどりの重要性や必要性などを認識するため、啓発事業の充実を図ります。特に未来

を担うこどもたちを対象とした事業を進めます。 

「カブトムシの森」事業や小中学生参加による白子川の生物調査により、直接生き物

とふれあう機会を提供します。 

平成27年４月に開園したこどもの森（羽沢緑地）では、自然を活用した木登り、虫捕

り、冒険遊びの場を提供します。 

（仮称）中里郷土の森緑地に、体験型環境学習の拠点を整備します。 

    

○  都市農地の保全に向けた取組 

環境保全機能、災害時の延焼防止などの防災機能、農のある風景による景観形成機能

など、多面的な機能を持つ、農地の保全に向けた取組を推進します。 

生産緑地＊指定の下限面積（500㎡）の廃止、 

相続税納税猶予制度の適用要件の拡大等、 

都市農地の保全に向けた規制緩和が可能と 

なるよう、特区制度の活用等を含めた取組 

を進めます。 

都市農地保全推進自治体協議会の会長区 

として、積極的に他の自治体と連携し、引 

き続き都市農地の保全に向けた制度改正を 

国に働きかけます。また、農の風景育成地 

区制度＊を活用し、農地や屋敷林のある風景を保全します。 

 

○  練馬城址公園の整備に向けた要請 

 (1) 災害時に避難場所＊や活動拠点等として機能する「防災の拠点」 

(2) 練馬区の新たなみどりの象徴となる「水とみどりのネットワークの拠点」 

(3) 多くの人が訪れ、楽しいひとときを過ごすことのできる「にぎわいの拠点」 

(4) 都市計画道路補助 133 号線をはじめとする周辺都市基盤＊の整備 

など、整備されることが望ましい機能の検討を行い、東京都の事業化にあたって公園

機能として盛り込まれるよう、東京都に要請していきます。 

都市農地 
（出典：練馬区資料） 
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（５）環境に配慮したまちづくり 

ア まちづくりの方向性 

 快適な都市生活を送る上で、エネルギーの確保は重要な課題です。 
これまで国家的、広域的課題とされてきたエネルギー政策を、基礎的自治体である練馬

区が取り上げるのは、東日本大震災などを背景とする大きな時代の変化があったことによ

ります。 

小型発電機やコジェネレーション等の分散型発電技術が飛躍的に発展したこと、従来の

大規模集中型電力システムの脆弱性と全体としてのエネルギー利用効率の限界などが明ら

かになったことです。 

そこで、住宅都市練馬の地域特性を活かしながら、災害時のエネルギーセキュリティの

確保と平時の自立分散型エネルギー社会の実現という視点にたって、練馬区にふさわしい

エネルギー政策を展開します。 

 

イ 重点事業 

〇  災害時のエネルギーセキュリティの確保 

避難拠点＊である小・中学校、病院などの医療機関、福祉避難所となる社会福祉施設

などでの自家発電機能の充実、蓄電設備の導入を進めます。 

 

○  自立分散型エネルギー社会への取組の推進 

電力、ガス、再生可能エネルギー＊など様々なエネルギーのベストミックスを基本と

する自立分散型エネルギー社会の実現に向けて取り組みます。 

コジェネレーションや家庭用燃料電池＊の導入を促進し、太陽光発電などの再生可能

エネルギー＊を最大限活用します。また、区内に２か所ある清掃工場でのごみ焼却から

発生する熱や発電した電気の利用を拡充する仕組みを検討します。木造住宅密集地域の

改善、ＣＯ2の排出量の削減施策また、再開発などのまちづくりと連携して進めます。

ＩＣＴ（情報通信技術）を活かしたスマートエネルギーのネットワーク化に取り組みま

す。 

 

○ 省エネルギーへの取組 

災害時のエネルギーセキュリティの確保や自立分散型エネルギー社会への取組の推進

にあわせ、省エネ型住宅などの普及促進や、環境教育、節電啓発、省エネ型ライフスタ

イルへの誘導などに取り組みます。 
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※１ コジェネレーション…発電の際に排出する熱を給湯や暖房などに利用するシステム。 

※２ 燃料電池＊…水素と酸素の電気化学的な反応により発電する装置。 

※３ ＥＭＳ（Energy Management System）…エネルギーの利用状況を見える化し、簡単に制御

ができるシステム。戸建住宅はHEMS、集合住宅はＭＥＭＳ。 

 ※４ 電力系統…発電、送電、変電、配電など発電所から消費者へ電気が届くまでの一連の設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立分散型エネルギー社会のイメージ図 
（出典：練馬区資料） 
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分野別まちづくりの方針 
 まちづくりを進める際には、５つの基本的考え方に沿って、以下の分野別まちづくりの方

針に基づき進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 

野 

別 
ま 

ち 

づ 

く 

り 

の 

方 

針 

（２）活動的でにぎわいのあるまち 
 □交通の方針 

～活動的に行き来のできるまち～ 

□産業・魅力あるまちづくりの方針 
～生き生きとしたにぎわいのあるまち～ 

（３）みどりと水のまち 
 □みどりのまちづくりの方針 

～みどりや水との出会いがあるまち～ 

 □農のあるまちづくりの方針 
～農とともにあるまち～ 

（４）環境と共生するまち 
 □景観まちづくりの方針 

～周辺と調和のとれたまち～ 

 □環境に配慮したまちづくりの方針 
～自立分散型エネルギー社会のまち～ 

（１）安全・安心のまち 
□防災・復興まちづくりの方針 

～お互いに助け合い、災害を防ぐまち～ 

□防犯まちづくりの方針 
～安心して生活できるまち～ 

（５）ともに住むまち 
 □住まいづくりの方針  

～ともに住むやさしいまち～ 

 □地域で連携するまちづくりの方針 

～交流を育むまち～ 

◆ 災害に強く安全で安心な 都市基盤＊の整ったまちをめざします。 

◆ 快適に移動できる 生き生きとした魅力あるまちをめざします。 

◆ 練馬区の特性を活かした みどりあふれるまちをめざします。 

◆ まちの個性を大切にした 環境に配慮したまちをめざします。 

◆ 誰もが暮らしやすい 地域のつながりを大切にしたまちをめざします。 

まちづくりの基本的考え方 
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１ 安全・安心のまち 
 

（１）防災・復興まちづくりの方針～お互いに助け合い、災害を防ぐまち～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 災害に強いまちづくりの推進 

  火災や地震に強く安全な市街地としていくために、震災予防の視点から、建築物の耐震

化および不燃化等に取り組みます。また、地区の特性に応じて、道路や公園などの公共施

設の整備等を行います。 

 

□ 地域特性に応じた市街地の防災性の向上 

密集住宅市街地＊整備促進事業を活用して防災性を高めるほか、同事業の要件に該当し

ない地域においても地区計画＊等により、オープンスペース＊、緑地の確保や区道の整備を

進めます。建築物の耐震化、不燃化も併せて進め、市街地の不燃空間の形成を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本的考え方＞ 

地震や火災、水害による被害を少なくするため、建築物の耐震化・不燃化、狭あい

道路の拡幅、延焼遮断帯＊の整備、治水施設の充実等により災害に強いまちをつくりま

す。地域のつながりを大切に、それぞれの地域で日頃から話し合いや訓練を行いま

す。また、万が一災害が発生したときには、地域が一体となって、避難や救助、復

旧、復興が行えるようにまちづくりを進めます。��

どれみふぁ緑地・密集住宅市街地��
整備促進事業（江古田北部地区） 
��
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□ 災害時の安全性の確保 

災害時の安全性を確保するため、延焼遮断帯＊としての幹線道路沿道の建築物等の耐火

性能の向上と緑化の推進、防災上有効な道路および広場等の確保、都市計画道路の整備な

ど、都市の防災性の向上に資する都市基盤＊を整備します。 

  都市計画道路や生活幹線道路の整備に併せて、無電柱化を進め、災害時の避難路を確保

します。��

��

□ 災害軽減への取組 

災害時の避難路を確保する上で重要な役割を果たす生活道路の拡幅のため、狭あい道路

拡幅整備助成事業を活用したまちづくりを推進します。 

��

□ 建築物の計画的な耐震化 

災害時に重要な役割を担う区立施設や公共施設の耐震化を進めます。また、区内の民間

建築物に対する耐震診断や耐震改修工事に対する支援、分譲マンションの管理組合の活動

などに助言を行う専門家（耐震改修アドバイザー）の派遣等で耐震化を促進することによ

り、地震災害を軽減します。 

��

イ 水害に強いまちづくりの推進 

  東京都が実施する河川改修事業、公共下水道整備事業などと連携し、総合的な観点から

治水対策を推進します。 

  また、雨水の貯留･浸透施設の設置等を進め、水害に強いまちにします。 

 

□ 都市型水害に対応した総合治水対策の推進 

都市型水害などの発生に対応し、治水安全度の向上を図るため、河川、調節池、公共下

水道などの整備、改善、貯留施設等の整備を推進します。 

雨水の貯留・浸透施設の設置、道路、公園その他の公共施設の透水性舗装の整備、農地

や緑地の保全による保水および遊水機能の保持などにより、雨水の流出抑制を図ります。 

 

白子川比丘尼橋下流調節池（河川） 
（出典：区ホームページ）��
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□ 浸水被害を軽減する対策の推進 

河川や下水道の整備、流域対策に加えて、練馬区浸水ハザードマップ＊（平成 25 年７

月）等を活用します。水害に関する情報の提供や水害発生時の対応、避難や日頃の備えな

どに関する啓発や周知を図ります。 

 

ウ 地域防災力の向上等 

  災害による被害を軽減するために、各種防災設備の整備や応急体制の構築を進めます。

災害発生時に、区民が自ら身を守り、協力して地域を守ることができるように、防災に関

する知識や技術の普及や啓発、住民組織等の連携強化を図ります。 

 

□ 防災設備・災害対応体制の充実 

防災行政無線をはじめとする各種情報伝達手段の充実を図るとともに、避難者や帰宅困

難者等の対応のために、備蓄物資や資器材の充実、受入や運営体制の強化に取り組みま

す。また、災害時要援護者＊の安否確認や避難誘導体制等を強化します。 

 避難拠点＊において避難生活を送ることが困難な高齢者や障害者等の受け入れ先とし

て、福祉避難所を充実します。あわせて、災害時医療の拠点となる病院の機能の充実をめ

ざします。 

��

□ 防災意識の高揚、連携の強化 

家庭や事業所等において、物資の備蓄や家具、什器の転倒防止など災害に備えた対策に

取り組みます。災害時に迅速かつ的確な対応がとれるように、防災に関する知識や技術を

身に付けるための防災に関する講座・講演会や訓練等の充実を図ります。 

また、地域における防災力の強化に向け、区民防災組織やＰＴＡ、商店会、事業所等の

連携の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

防災カレッジ事業の様子��
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エ 被災後の復興まちづくり 

  大地震が発生した場合、被災直後の応急対策、復旧対策だけではなく、生活を取り戻す

ための復興が必要です。とりわけ、市街地の復興を円滑に進めるためには、区民、事業

者、区の連携が必要不可欠です。 

 

□ 復興まちづくりの進め方 

被害が発生する前から様々な施設の持つ防災上の役割やまちづくりの重要性、復興まち

づくりに関する取組について周知し、区民や事業者の理解を深めるようにします。  

また、被災後に混乱することなく復興を進めるため、市街地の復興に関する方針や復興

計画の策定手順等について、予め明らかにします。さらに、被災後のまちの復興に関する

取組は、区民、事業者との連携により進め、誰もが安心して暮らせるまちづくりに努めま

す。 

 

□ 事前復興の考え方 

阪神・淡路大震災（平成７（1995）年）、東日本大震災（平成 23（2011）年）では、膨

大な復興業務に関連して様々な問題が発生し、その後の復興の遅れにつながりました。こ

のような事態に備え、平常時から取組を進めることが事前復興の考え方の基本です。 

「大規模災害からの復興に関する法律（平成 25 年法律第 55 号）」の制定、東京都によ

る「市街地の事前復興の手引き（平成 27 年７月）」の策定等、新たな事前復興の考え方

が示されています。練馬区においても、国や東京都の動きを踏まえ、事前復興に関する取

組をさらに進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「練馬区震災復興マニュアル＊」の 
あらましを紹介するパンフレット 

 



第５章 分野別まちづくりの方針 

55 

防
災

ま
ち

づ
く

り
の

方
針

図
 

※
避

難
拠

点
、

避
難

場
所

、
緊

急
交

通
路

、
特

定
緊

急
輸

送
道

路
に

つ
い

て
は

、
用

語
解

説
参

照
��



第５章 分野別まちづくりの方針 

56 

 

（２）防犯まちづくりの方針～安心して生活できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

 

ア 防犯性の高いまちづくり 

  安全で快適な環境をつくるため、防犯の視点を計画段階から取り入れ、効果的でバラン

スのとれたまちづくりを進めます。さらに、地域での防犯への取組と連携することによ

り、安全で安心なまちを実現します。 

��

□ 市街地における防犯対策 

まちの中の身近な場所において、安全な空間の整備を進めます。犯罪を未然に防止す

るため、まちのどのようなところに防犯上の問題があるか、防犯に役立っている資源が

どこにあるかなどを確認し、日々の防犯対策や防犯活動に活かします。 

��

□ 防犯に配慮したまちづくり 

区民やまちを訪れる人にとって、安全で安心なまちと感じられるようにします。建築

物の建築や工作物の建設、まちの緑化などに関わる規定等を検討する際には、防犯の視

点を取り入れます。 

＜基本的考え方＞ 

日常の安全性を高め、犯罪の防止に配慮したまちとするため、区民、関係機関、区が

協力して防犯まちづくりを進めます。まちづくりの計画段階から地域における防犯の視

点を取り入れ、安全で安心して暮らせるまちをめざします。��
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イ 地域における防犯・防火の取組 

  日常的な暮らしの安心のために、区民が自主的に行う防犯・防火活動について、区と関

係機関が連携して、その活動を支援し、地域における防犯・防火への取組を進めます 

��

□ 地域における防犯・防火活動への支援 

防犯・防火に関する情報などを電子メールで配信するサービスの提供や、防犯・防火

活動を行っている各団体へのパトロール用品の支給などの支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 地域における連携 

「地域のことは地域で協力して守る」という考え方に基づき、地域内で日頃から防

犯・防火活動を行っている各団体が、相互の連絡調整や情報交換を行うための地域防犯

防火連携組織の立ち上げを推進し、その活動を区と関係機関が連携して支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心パトロールカー 
 


